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令 和 ７ 年 第 ３ 回 定 例 委 員 会 会 議 録 
 
 

 

１．開催日時  令和７年９月１日（月）  午前 ９時００分から 

午前 ９時１１分まで 

２．出席委員  関文夫、矢野きく子、大橋康男 

３．出席職員  古沢一憲、坂巻隆征、齋藤覚、原島克英 

４．会議次第 

 

○ 関委員長 

ただいまから令和７年第３回定例委員会を開会する。 

本日の議案は８件と報告事項となっている。議案第３６号「選挙人名簿登録者数

（定時登録）について」から議案第３８号「直接請求に必要な有権者数について」

の３議案は、関連するため一括議題とする。 

事務局より説明を求める。 

 

○ 事務局 

議案第３６号  選挙人名簿登録者数（定時登録）について 

（説明） 国立市の令和７年９月１日定時登録基準日における選挙人名簿登録者数

は、男性３０，９８７名、女性３３，６２５名、合計６４，６１２名とな

っています。 

前回、令和７年６月１日の定時登録における選挙人名簿登録者数は、男

性３０，８２１名、女性 ３３，５３９名 合計で６４，３６０名でした

ので、男性１６６名の増、女性８６名の増、合計２５２名の増となってい

ます。 

６月１日以降の登録者数は選挙時登録と合わせて１，６７０名で、その

うち、新有権者（平成１９年６月３日から平成１９年９月２日生）の登録

者数は男性８４名、女性６８名、合計１５２名となっています。 

有権者規模別投票区数は別紙３、投票区別選挙人名簿登録者数は別紙４

のとおりです。 

 

議案第３７号 選挙人名簿の抹消について 

（説明） 公職選挙法第２８条の規定による抹消者は別紙のとおり１，４１８名と

なっています。  

 

議案第３８号 直接請求に必要な有権者数について 

（説明） 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特

例に関する法律第４条第１項及び第５条第１項によるによる選挙権を有す

る者の総数の５０分の１の数は１，２９３名、市町村の合併の特例に関す

る法律第４条第１１項及び第５条第１５項の規定よる選挙権を有する者の

総数の６分の１の数は１０，７６９名、地方自治法第７６条第１項、第８

０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総

数の３分の１の数は２１，５３８名となっています。 
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○ 関委員長 

何か質疑等ありますか。 

 

○ 各委員 

（質疑等なし） 

 

○ 関委員長 

議案第３６号、３７号、３８号を原案のとおり可決する。 

次に、議案第３９号「在外選挙人名簿の登録について」から議案第４１号「在外

選挙人名簿について」の３議案は、関連するので一括議題とする。 

事務局から説明を求める。 

 

○ 事務局 

議案第３９号 在外選挙人名簿の登録について 

（説明） 前回(令和７年６月１日)以降に当市宛に男性１名、女性６名、

合計７名の在外選挙人名簿の登録申請及び出国時申請があり、登

録申請については、本籍地照会し、出国時申請については、海外

居住確認を行い外務省の意見書をいただき登録資格を有しており

ますので、本日付で在外選挙人名簿に登録するとともに本籍地及

び在外公館へその旨通知します。 

 

議案第４０号 在外選挙人名簿の抹消について 

（説明） 令和７年６月１日の定例委員会以降に当市宛に国内に住所を有して４カ

月経過した抹消対象者は、男性１名、女性１名の計２名あり、本日付で在

外選挙人名簿から抹消し、抹消した旨を在外公館及び本籍地あてに通知し

ます。 

 

議案第４１号 在外選挙人名簿について 

（説明） 前回（令和７年６月登録日現在）の登録者数は１３２名で、男性５３

名、女性７９名です。 

前回定時登録日からの登録者は、男性１名、女性６名、合計７名であ

り、前回定時登録日からの抹消者は男性１名、女性１名、計２名ですの

で、令和７年９月１日現在の在外選挙人名簿登録者数は１３７名で、内訳

は、男性５３名、女性８４名で、最終住所地による名簿登録者数は１０３

名、本籍地による名簿登録者数は３４名となります。 

 

○ 関委員長 

何か質疑等ありますか。 

 

○ 各委員 

（質疑等なし） 

 

○ 関委員長 

議案第３９号、４０号、４１号を原案のとおり可決する。 

次に、議案第４２号「国立市裁判員候補者予定者名簿について」と議案第４３号

「国立市検察審査員候補者予定者名簿について」は関連いたしますので、一括議題
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とする。 

事務局から説明を求める。 

 

○ 事務局 

議案第４２号 「国立市裁判員候補者予定者名簿」について 

（説明） 本議案は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」（平成１６年法律

第６３号）第２１条の裁判員候補者予定者名簿の調製の規定に基づくもの

で、別紙のとおり、東京地方裁判所立川支部から裁判員候補者の割当人員

について、通知がありました。今回の割当人員は６６名です。 

裁判員候補者予定者名簿の調製に当たっては、国立市電子計算組織の運

営に関する規則（昭和６１年規則第２７号）第１条及び第４条の規定に基

づき、本日の定時登録時の選挙人名簿に登録された者の中から選挙人名簿

管理システムの裁判員候補者予定者抽選プログラムを使って割り当てられ

た人員を選び出しました。ご確認いただき、予定者６６名の名簿を東京地

方裁判所に送付いたします。 

 

○ 事務局 

議案第４３号 「国立市検察審査員候補者予定者名簿」について 

（説明） 本議案は、「検察審査会法」（昭和２３年法律第１４７号）第１０条の

検察審査員候補者の選定の規定に基づくもので、別紙のとおり、立川検察

審査会から候補者の割当てについて、別紙写しのとおり通知がありまし

た。今回の割当人員は、第１群から第４群まで各２名の計８名です。 

検察審査員候補者予定者の選出に当たっては、裁判員候補者予定者名簿

と同様に国立市電子計算組織の運営に関する規則（昭和６１年規則第２７

号）第１条及び第４条の規定に基づき、本日の定時登録時の選挙人名簿に

登録された者の中から選挙人名簿管理システムの検察審査員候補者予定者

抽選プログラムを使って割り当てられた人員を選び出しました。ご確認い

ただいき、予定者８名の名簿を検察審査会に送付いたします。 

 

○ 関委員長 

それでは、検察審査員候補者予定者名簿と裁判員候補者予定者名簿の確認をして

いただきたいと思います。 

 

○ 各委員 

（名簿の確認） 

 

○ 関委員長 

説明及び名簿の確認が終わりました。何か質疑等ありますか。 

 

○ 矢野委員 

名簿抽出のプログラムは、各自治体でも同様に使用しているのか。 

 

○ 事務局 

同様に使用されていると思います。 

国立市では名簿管理システムにて処理し、ランダムに予定者を抽出しています。 
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○ 関委員長 

他に何か質疑等ありますか。 

 

○ 各委員 

（質疑等なし） 

 

○ 関委員長 

議案第４２号、４３号を原案のとおり可決する。事務局から報告事項はあります

か。 

 

事務局 

（報告）今後の予定ですが、日程表のとおり衆議院の解散等がなければ、次回は１

２月１日の第４回定例委員会となります。その他、日程の追加や変更があり

ましたら随時連絡いたします。報告事項は以上です。 

 

○ 関委員長 

何か質疑等はありますか。 

 

○ 各委員 

（質疑等なし） 

 

○ 関委員長 

以上で令和７年第３回定例委員会を閉会する。 
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 国立市選挙管理委員会規程第７条第２項により署名します。 

 

 

   令和 ７ 年１２月 １ 日 

 

 

            

           委 員 長                 関  文 夫  

 

 

           職務代理者   小 田 克 彦 

       

 

           委 員                 大 橋 康 男 

      

 

           委 員                 矢 野 き く 子  

 


